
JP 2017-504852 A 2017.2.9

10

(57)【要約】
携帯端末装置にアプリケーションプログラム情報を提供
する構成である方法と装置であって、該方法は、ユーザ
が所要の所要アプリケーションプログラムをユーザイン
ターフェースにて選択するための第１動作入力部を提供
すること、上記第１動作入力部を介して受け付けた選択
動作に基づいて上記所要アプリケーションプログラムを
確定すること、上記所要アプリケーションプログラムの
表示用情報を取得すること、および、上記携帯端末装置
のロックスクリーンインターフェースに上記表示用情報
を表示することを含む。本開示によれば、ユーザが情報
を得る経路を短くすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置にアプリケーションプログラム情報を提供する方法であって、
　ユーザインターフェースにおいて、ユーザが所要の所要アプリケーションプログラムを
選択する第１動作入力部を提供すること、
上記第１動作入力部を介して受け付けた選択動作に基づいて上記所要アプリケーションプ
ログラムを確定すること、
上記所要アプリケーションプログラムの、表示用情報を取得すること、および
上記携帯端末装置のロック画像インターフェースに表示用情報を表示することを含む方法
。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、上記所要アプリケーションプログラムは、１つ以上の
アプリケーションプログラムを含んでいる方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、上記所要アプリケーションプログラムは、上記携帯端
末装置にインストールされていないアプリケーションプログラムを含んでいる方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、上記所要アプリケーションプログラムが、上記第１動
作入力部を介して受け付けられた上記選択動作に基づいて確定された後、さらに
上記所要アプリケーションプログラムの識別情報と上記携帯端末装置の識別情報とを保存
用の第１サーバに送信し、該第１サーバに、上記所要アプリケーションプログラムの識別
情報に基づいて、上記所要アプリケーションプログラムに対応する第２サーバから表示用
情報を取得させること、および
上記第１サーバに、上記表示用情報と上記携帯端末装置の識別情報との対応関係を保存す
ること、を含み、上記所要アプリケーションプログラムの表示用情報の取得は、上記第１
サーバから上記所要アプリケーションプログラムの表示用情報を取得することを含む方法
。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、上記第１サーバから上記所要アプリケーションプログ
ラムの表示用情報を取得することは、
上記携帯端末装置の画面が起動され、上記ロック画面インターフェースを表示した場合に
、上記所要アプリケーションプログラムの表示用情報を取得するリクエストメッセージを
第１サーバに送信することを含み、上記リクエストメッセージは、上記携帯端末装置の識
別情報を含んで、上記第１サーバが上記携帯端末装置の識別情報と上記対応関係とに基づ
いて表示用情報を読出すことを容易にしている方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、上記ロック画面インターフェースに表示用情報を表示
することは、
上記ロック画面インターフェースに第２動作入力部を提供すること、および
上記第２動作入力部を介して上記ユーザからリクエストを受取った事に応じて上記ロック
画面インターフェースに表示用情報を表示することを含む方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法であって、上記第１サーバから上記所要アプリケーションプログ
ラムの表示用情報を取得することは、上記第１サーバからプッシュされた表示用情報を受
け取ることを含み、上記方法はさらに、上記携帯端末装置の画面を起動させ、上記携帯端
末装置のロック画面インターフェースに表示用情報を表示することを促すことを含む方法
。
【請求項８】
　請求項４に記載の方法であって、上記表示用情報は、上記ユーザのプライベート情報を
含み、上記方法は、さらに、
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上記所要アプリケーションプログラムに対応する第２サーバに登録されたユーザのアカウ
ント情報を取得すること、および
保存用の上記第１サーバに上記アカウント情報をアップロードして、上記第１サーバが、
所要アプリケーションプログラムの識別情報とユーザのアカウント情報に基づいて、所要
アプリケーションプログラムに対応する第２サーバから表示用情報を取得することを容易
にすることを含む方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、上記所要アプリケーションプログラムが上記携帯端末
装置にインストルールされているアプリケーションプログラムを含む場合、上記所要アプ
リケーションプログラムの表示用情報の取得は、
上記所要アプリケーションプログラムから上記携帯端末装置にプッシュされた通知メッセ
ージを取得すること、および
上記通知メッセージに基づいて、上記所要アプリケーションプログラムの、表示用情報を
取得することを含む方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、上記ロック画面インターフェースは、複数のロック画
面インターフェースを含み、上記ロック画面インターフェースに表示用情報を表示するこ
とは、
異なるロック画面インターフェースに表示用情報をカテゴリ別に表示することを含み、同
じロック画面インターフェースは、同じカテゴリ別の所要アプリケーションプログラムに
対応する表示用情報を表示する構成である方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、上記所要アプリケーションプログラムがインストルー
ルされているアプリケーションプログラムを含む場合、上記方法は、さらに、
上記ロック画面インターフェースの第１表示用情報の詳細の閲覧のリクエストを受け取る
こと、および
上記第１表示用情報に対応する第１アプリケーションプログラムを起動して、上記第１表
示用情報の詳細を上記第１アプリケーションプログラムのインターフェースに表示するこ
とを容易にすることを含む方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、上記第１表示用情報に対応する上記第１アプリケー
ションプログラムの起動は、上記第１アプリケーションプログラムの情報表示ルールと、
対応するパラメータ情報とに基づいて上記第１アプリケーションプログラムに起動リクエ
ストを送信することを含み、上記表示用情報が位置しているサブインターフェースに、起
動時に上記第１アプリケーションプログラムが直接アクセスする構成である方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
上記第１アプリケーションプログラムのインターフェースが表示された時、表示用情報を
同時に表示すること、および
第２表示用情報の詳細を閲覧するリクエストを受取ると、第２表示用情報に対応する第２
アプリケーションプログラムを起動して、上記第２表示用情報の詳細を上記第２アプリケ
ーションプログラムのインターフェースに表示することを容易にすることとを含む方法。
【請求項１４】
　１つ以上のコンピュータ読取可能媒体であって、処理可能な命令を保存し、該処理可能
な命令は、１つ以上のプロセッサにより実行された時に、該１つ以上のプロセッサに、
所要アプリケーションプログラムの識別情報と、クライアント装置がアップロードした対
応する携帯端末装置の識別情報とを受け取り、保存すること、
上記所要アプリケーションプログラムの上記保存された識別情報に基づいて上記所要アプ
リケーションプログラムに対応する少なくとも１つの第２サーバから表示用情報を取得す
ること、
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上記表示用情報と上記携帯端末装置の識別情報間の対応関係を保存すること、および
上記保存された対応関係に基づいて、上記表示用情報を携帯端末装置のクライアント装置
に上記表示用情報を提供することを含む動作を実行させるコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の１つ以上のコンピュータ読取可能媒体であって、上記保存された対
応関係に基づいて、上記携帯端末装置の上記クライアント装置に上記表示用情報を提供す
ることは、
上記応答リクエストに含まれている上記携帯端末装置の識別情報携帯と上記対応関係に基
づいて対応する表示用情報を読み取り、上記クライアント装置から上記表示用情報を取得
するリクエストの受領に応じて、上記クライアント装置が該表示用情報を上記携帯端末装
置の上記ロック画面インターフェースに表示することを促すこと、または
上記対応関係に基づいて、上記携帯端末装置の上記クライアント装置に上記表示用情報を
プッシュし、上記クライアント装置に上記携帯端末装置のロック画面インターフェースに
上記表示用情報を表示することを促すことを含むコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の１つ以上のコンピュータ読取可能媒体であって、上記動作は、上記
所要アプリケーションプログラムのカテゴリに基づいて上記取得された表示用情報を分類
することをさらに含むコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１７】
　携帯端末装置にアプリケーションプログラム情報を提供する装置であって、
ユーザが所要の所要アプリケーションプログラムをユーザインターフェースにおいて選択
するための第１動作入力部を提供するのに使用される第１動作入力部提供ユニットと、 
１つ以上のアプリケーションプログラムを含む上記所要アプリケーションプログラムを、
上記第１動作入力部を介して受け付けた選択動作に基づいて確定するのに使用される所要
アプリケーションプログラム確定ユニットと、
上記所要アプリケーションプログラムにおいて表示される表示用情報を取得するのに使用
される表示用情報取得ユニットと、 
上記携帯端末装置のロック画像インターフェースに上記表示用情報を表示するのに使用さ
れるロック画面インターフェース表示ユニットと、を備える装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の装置であって、
上記所要アプリケーションプログラムが、上記第１動作入力部を介して受け取られた上記
選択動作に基づいて確定された後に、保存用の第１サーバに、上記所要アプリケーション
プログラムの識別情報と当該携帯端末装置の識別情報とを送信し、上記第１サーバに、上
記所要アプリケーションプログラムの識別情報に基づいて上記所要アプリケーションプロ
グラムに対応する第２サーバから上記表示用情報を取得し、上記第１サーバに上記表示用
情報と、上記携帯端末装置の識別間の対応関係を保存させるのに使用される第１アップロ
ードユニットとをさらに備える装置。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の装置であって、
上記所要のアプリケーションプログラムに対応する第２サーバに登録された上記ユーザの
アカウント情報を取得するために使用されるアカウント情報取得ユニットと、
上記保存用の第１サーバに上記アカウント情報をアップロードし、上記第１サーバが上記
表示用情報を、上記所要アプリケーションプログラムの識別情報と上記ユーザのアカウン
ト情報に基づいて、上記所要アプリケーションプログラムに対応する上記第２サーバから
上記表示用情報を取得するようにするのに使用される第２アップロードユニットとをさら
に備える装置。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の装置であって、
上記ロック画面インターフェースの第１表示用情報の詳細の閲覧のリクエストを受け取る
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のに使用される詳細閲覧リクエスト受領ユニットと、
上記第１表示用情報に対応する第１アプリケーションプログラムを起動することに使用さ
れ、上記第１表示用情報の詳細を上記第１アプリケーションプログラムのインターフェー
スに表示することを容易にするアプリケーションプログラム起動ユニットとをさらに備え
る装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、移動通信技術の分野に関し、特に携帯端末装置におけるアプリケーションプ
ログラム情報を提供する方法および装置に関する。
【０００２】
（関連する特許出願に対するクロスリファレンス）
　本願は、「携帯端末装置におけるアプリケーションプログラム情報を提供する方法およ
び装置」と題され、２０１３年１１月６日に出願された中国特許出願Ｎｏ.２０１３１０
５４７８０３．４に基づく外国優先権を主張するものであり、その内容を参照により含む
ものである。
【背景技術】
【０００３】
　携帯端末装置と移動通信技術の急速な発達に伴い、知的携帯端末がユーザにより使用さ
れる様々なタイプの情報を取得する最も一般的な手段となった。現在、携帯端末ユーザは
、主にアプリケーションプログラム（アプリ）を介して携帯端末における情報を取得して
いる。ユーザは、携帯端末のメインインターフェースに入力する必要があり、複数のアイ
コンから所望のアプリのアイコンを見つけ、アイコンをクリックすることでアプリを起動
し、アプリにより提供される情報を取得する。よって、毎度情報を取得する経路は比較的
長いものとなる。インストールされているアプリの数が多くなると、その場所を見つける
問題が起こる。
【０００４】
　よって、当業者により早急に解決される必要がある技術的課題とは、ユーザのために情
報を取得する経路を如何に短くするかということである。
【発明の概要】
【０００５】
　本概要は、後に詳細な説明にてさらに説明する概念の中から選んだものを簡略的に紹介
するものである。本概要は、特許請求された主題の全ての重要な特徴や必須の特徴を示す
意図のものではなく、特許請求された主題の範囲を判定する上で単独で参考される意図の
ものでもない。例えば、「技術」という用語は、上記または本開示全体において認められ
るように、装置、システム、方法、および／またはコンピュータ読取可能な命令を指す。
【０００６】
　本開示は、ユーザのために情報を取得する経路を如何に短くすることができる携帯端末
装置におけるアプリケーションプログラム情報を提供する方法および装置を提供する。
【０００７】
　本開示は、以下の解決方法を提供するものである。
【０００８】
　携帯端末装置にアプリケーションプログラム情報を提供する方法は、ユーザインターフ
ェースにおいて、ユーザが所要の所要アプリケーションプログラムを選択する第１動作入
力部を提供すること、上記第１動作入力部を介して受け付けた選択動作に基づいて上記所
要アプリケーションプログラムを確定すること、上記所要アプリケーションプログラムの
、表示用情報を取得すること、および上記携帯端末装置のロック画像インターフェースに
表示用情報を表示することを含む。
【０００９】
　アプリケーションプログラム情報を提供する方法は、所要アプリケーションプログラム
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の識別情報と、クライアント装置がアップロードした対応する携帯端末装置の識別情報と
を受け取り、保存すること、上記所要アプリケーションプログラムに対応する少なくとも
１つの第２サーバから表示用情報を、上記保存された所要アプリケーションプログラムの
識別情報に基づいて取得し、上記表示用情報と、携帯端末装置の識別間の対応関係を保存
すること、および上記保存された対応関係に基づいて、上記携帯端末装置のクライアント
装置に上記表示用情報を提供することを含む。
【００１０】
　携帯端末装置にアプリケーションプログラム情報を提供する装置は、ユーザが所要の所
要アプリケーションプログラムをユーザインターフェースにおいて選択するための第１動
作入力部を提供するのに使用される第１動作入力部提供ユニットと、上記所要アプリケー
ションプログラムを、上記第１動作入力部を介して受け付けた選択動作に基づいて確定す
るのに使用される所要アプリケーションプログラム確定ユニットと、上記所要アプリケー
ションプログラムにおいて表示される表示用情報を取得するのに使用される表示用情報取
得ユニットと、上記携帯端末装置のロック画像インターフェースに上記表示用情報を表示
するのに使用されるロック画面インターフェース表示ユニットと、を備える。
【００１１】
　アプリケーションプログラム情報を提供する装置は、所要アプリケーションプログラム
の識別情報と、クライアント装置がアップロードした対応する携帯端末装置の識別情報と
を受け取り、保存するために使用される情報受領ユニットと、上記所要アプリケーション
プログラムに対応する少なくとも１つの第２サーバから表示用情報を、上記保存された所
要アプリケーションプログラムの識別情報に基づいて取得し、上記表示用情報と、携帯端
末装置の識別間の対応関係を保存するために使用される表示用情報取得ユニットと、上記
保存された対応関係に基づいて、上記携帯端末装置のクライアント装置に上記表示用情報
を提供するのに使用された表示用情報提供ユニットと、を備える。
【００１２】
　本開示において提供された特定の実施形態により、本開示は、以下の技術的効果を開示
するものである。
【００１３】
　本願の実施形態を用いれば、アンロックし、アプリケーションプログラムのアイコンを
探し、アイコンをクリックしてアプリケーションプログラム等を起動する等の一連の作業
を行わずに、ユーザの所要アプリケーションプログラムの情報を、携帯端末装置のロック
画面インターフェースに直接表示することができる。よって、ユーザによる情報を取得す
る動作経路が短くなる。また、ユーザに対して表示される情報は、複数の所要アプリケー
ションプログラムを集約した後に得られた結果であってもよく、よって、ユーザは、１つ
のインターフェースにおいて複数のアプリケーションプログラムの情報を閲覧して、散乱
した情報の問題を解決し、ユーザの動作を簡略化してユーザの体験を向上することができ
る。
【００１４】
　また、第三者のコンテンツデータもサーバ側を介して第三者サーバから取得することが
可能であり、そして、メッセージプッシュ等の機構を利用して、クライアント側に適時プ
ッシュされる。よって、より多くのコンテンツカテゴリを、非常に簡単に拡張可能なこの
方法でロック画像アプリケーションクライアント装置に集約することができる。従来技術
と比較して、より高いフレキシビリティが得られ、独立性が高いコンテンツの整理を、よ
り正確で適時的な情報により行うことができる。 
【００１５】
　また、情報ソースサーバから直接表示される表示用情報を取得することにより、ユーザ
は、その特定の情報を、アプリケーションプログラムを起動することなく、取得すること
ができる。さらに、ユーザは、現有の携帯端末にインストルールされていないアプリケー
ションプログラムにも注目することができる。ロック画面インターフェースプログラムは
、また、このタイプのアプリケーションプログラムの情報をユーザに対して表示すること
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ができる。つまり、ユーザは、アプリケーションプログラムを起動したり、インストール
することなく、そのアプリケーションプログラムにより提供される情報を取得することが
でき、これにより、携帯端末装置のリソースを節約し、多数の所要アプリケーションプロ
グラムを実行することによる携帯端末装置の消費電力の節電を行い、携帯端末装置の性能
の向上を促進することができる。
【００１６】
　また、本開示を実施する如何なる製品も、上記の効果を全て同時に達成するものである
必要はない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　本開示の実施形態における技術的解決方法または従来技術をより詳細に説明するために
、実施形態において使用される添付図面を以下に簡単に説明する。以下で説明する添付図
面は、本開示の幾つかの実施形態を示すものに過ぎない。当業者は、これら添付図面に基
づいて、何ら創造的な努力をすることなく他の図面を作成することができるであろう。
【００１８】
【図１】図１は、本開示の一実施形態における方法のフローチャートである。
【図２－１】図２（１）は、本開示の一実施形態における表示インターフェースの概略図
である。
【図２－２】図２（２）は、本開示の一実施形態における表示インターフェースの概略図
である。
【図２－３】図２（３）は、本開示の一実施形態における表示インターフェースの概略図
である。
【図２－４】図２（４）は、本開示の一実施形態における表示インターフェースの概略図
である。
【図３】図３は、本開示の一実施形態における他の表示インターフェースの概略図である
。
【図４】図４は、本開示の一実施形態における他の方法のフローチャートである。
【図５】図５は、本開示の一実施形態におけるクライアント装置の概略図である。
【図６】図６は、本開示の一実施形態におけるサーバ装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本開示の実施形態における技術的構想を、本願の実施形態において、添付の図面に基づ
き明確かつ完全に説明する。説明する実施形態は、本開示の実施形態の一部であり、その
全てではない。本開示の実施形態に基づいて当業者が得たその他全ての実施形態も本開示
の保護される権利範囲に該当するものである。
【００２０】
　本開示の実施形態では、アプリケーションプログラムにおける情報をより利便的かつよ
り適時的にユーザが取得できるように、アプリケーション（アプリ）を提供する構成であ
ってもよい。ユーザは、携帯端末装置にこのアプリケーションをインストールする。アプ
リは、ユーザに関する他のアプリケーションの情報が携帯端末装置のロック画面インター
フェースに表示されるように、ユーザがそのアプリケーションの情報を収集することを助
けることができる。これにより、ユーザが情報を取得する作業経路が短くなるだけでなく
、アプリケーションの情報がユーザにとって見やすいように収集され、それにより、異な
るアプリケーションからの情報を散乱している状態で提示されユーザが困難に直面すると
いう問題を回避することができる。説明をし易くし、また他のアプリケーションプログラ
ムから区別し易くするため、本願の実施形態において提供されるアプリを本明細書では、
「ロック画面アプリケーション」と称する。具体的な実施について、以下に詳細に説明す
る。
【００２１】
　［実施形態１］
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　図１を参照し、本開示の一実施形態は、まず携帯端末装置にアプリケーションプログラ
ム情報を提供する方法を開示する。本方法は、以下のブロックを含む構成であってもよい
。
【００２２】
　ブロックＳ１０１において、ユーザに対するユーザインターフェースにおいて所要のア
プリケーションを選択する第１動作入力部を提供するものである。
【００２３】
　本開示の本実施形態において、異なるユーザは、それぞれ自分のニーズに合わせて所要
のアプリケーションを選択してもよい。よって、ロック画面アプリケーションのユーザイ
ンターフェースには第１動作入力部が提供される構成であってもよい。ユーザは、ロック
画面アプリケーションプログラムを移動端末装置にインストールする。そして、ユーザイ
ンターフェースに入力するために該アプリケーションプログラムを起動後、第１動作入力
部を使用することができる。具体的には、第１動作入力部は、ボタンなどの形態で存在す
る動作入力部であってもよく、ユーザが第１動作入力部をクリックすると作動することが
できる。あるいは、第１動作入力部は、タッチ動作入力部であってもよい。例えば、タッ
チ動作入力部を提供後、ユーザがタッチスクリーン上で行ったタッチ動作が検知され、所
定のタッチ状態を満たした時、アプリケーションプログラムリストがユーザに対して表示
され、アプリケーションプログラムリストから所要のアプリケーションをユーザが選択で
きるようにする構成であってもよい。
【００２４】
　なお、選択可能なアプリケーションプログラムをユーザに表示する際には、該端末装置
にインストールされているアプリケーションプログラムも表示する構成であってもよい。
一実施形態において、該端末装置にインストールされていないアプリケーションプログラ
ムをさらに表示する構成であってもよい。選択時には、ユーザは、アプリケーションプロ
グラムがインストールされているか否かについて認識しないまま自分が所望のアプリケー
ションを選択することができる。この様にして、ユーザは、アプリケーションがインスト
ールされていないものであっても、ロック画面アプリケーションから該アプリケーション
により提供される情報の幾つかを取得することができる。これにより、該端末にユーザが
インストールするアプリケーションの数を減らすだけでなく、該端末の消費電力を削減し
つつ、該端末にインストールされていないアプリケーションによりプッシュされる情報も
ユーザが閲覧できるようになる。インストールされていないアプリケーションからの情報
をユーザのためにどの様に取得し、表示するかについての詳細は後述する。
【００２５】
　ブロックＳ１０２において、第１動作入力部により受け付けた選択動作に基づいて所要
アプリケーションプログラムを確定する。該所要アプリケーションプログラムは、１つ以
上のアプリケーションプログラムを含むものであってもよい。
【００２６】
　ユーザによるある選択動作の後で、ユーザにより選択されたアプリケーションプログラ
ムを、ユーザが所望の当該アプリケーションプログラムとして直接的に確定する構成であ
ってもよい。同じユーザに対して、複数の所要アプリケーションプログラムを選択しても
よい。
【００２７】
　ブロックＳ１０３において、所要アプリケーションプログラムの、表示用情報を取得す
る。
【００２８】
　ユーザの当該所要アプリケーションの確定後、所要アプリケーションプログラムの表示
用情報は、本開示の本実施形態のロック画面アプリケーションを介して取得される。
【００２９】
　一実施形態では、携帯端末装置の画面が軌道してロック画面インターフェースが起動さ
れて表示されると、所要アプリケーションプログラムの表示用情報が取得される。ロック
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画面インターフェースは、携帯端末装置の画面（タッチスクリーン）の起動後に最初に表
示されるインターフェースである。ユーザによる誤動作を避けるため、スライディングや
クリッキングなどの一般的な動作はロック画面インターフェースでは無効な動作だと受け
取られる。特定の動作が行われた時のみ、その動作はユーザの有効な動作だと受け取られ
、応答が行われる。例えば、アンロック動作を行うための「スライダ」がロック画面イン
ターフェースに存在する構成であってもよく、アンロック動作などの方向が示されている
。ユーザがスライダをその方向に引っ張ると、ユーザが画面をアンロックしたいと希望し
ていると受け取られ、携帯端末装置のメインインターフェースに入力を受け付け、インス
トルール済みの様々なアプリケーションプログラム等のアイコンが表示される。
【００３０】
　本開示の一実施形態では、ロック画面アプリケーションにより得られた所用のアプリケ
ーションプログラムにおいて表示用の情報は、一般にアプリケーションプログラムが生成
した最新のメッセージである。このタイプの表示用情報を取得する方法には多くの実施方
法がある。
【００３１】
　例えば、一実施例では、もし所要アプリケーションプログラムが当該端末にインストー
ル済みのアプリケーションプログラムである場合、所要アプリケーションプログラムは一
般にオペレーティングシステムの通知センタに最新のメッセージをプッシュするものであ
る。よって、ロック画面アプリケーションは、オペレーティングシステムの通知センタか
ら所要のアプリケーションの表示用情報を取得することができる。一見、この実施例では
、オペレーティングシステムからのサポートが一般に必要である。例えば、アンドロイド
オペレーティングシステムの古いバージョンでは、サポートを提供することができないか
しれない。また、所要アプリケーションプログラム全てがオペレーティングシステムの通
知センタにメッセージをプッシュするという分けではなく、そのような場合、このアプリ
ケーションの最新のメッセージがオペレーティングシステムの通知センタより得られない
。当該装置にインストールされていない所要アプリケーションプログラムの場合、最新の
メッセージはこの方法では取得できない。
【００３２】
　よって、本開示の一実施形態では、表示用情報はメッセージプロバイダのサーバから直
接取得されるものであってもよい。このアプローチを実現するため、ユーザの所要アプリ
ケーションプログラム情報が確定後、ロック画面アプリケーションのクライアント装置は
、所要アプリケーションプログラムの識別情報と当該移動端末装置の識別情報とを、保存
用のロック画面アプリケーションのサーバに送信する構成としてもよい。（所要アプリケ
ーションプログラムに対応するサーバから区別するために、ロック画面アプリケーション
のサーバを「第１サーバ」と称し、所要アプリケーションプログラムに対応する１つまた
は複数のサーバを「第２サーバ」と称する。）携帯端末装置の識別情報は、異なる携帯端
末装置を区別する携帯端末装置のＩＤなどのハードウェア識別子を含んでいてもよい。よ
って、第１サーバは、携帯端末装置の識別情報と、所要アプリケーションプログラム間の
対応関係を保存する構成であってもよい。１つの装置ＩＤは、複数の所要アプリケーショ
ンプログラムに対応するものであってもよい。情報を取得後、第１サーバは、所定のスト
ラテジ（例えば、所定の時間間隔等）に基づいて、所要アプリケーションプログラムに対
応する第２サーバにアクセスする構成であってもよい。もし第２サーバに更新があれば、
第１サーバは、更新された情報を受け取り、第１サーバに更新された情報を保存する構成
であってもよい。また、取得した情報は、所要アプリケーションプログラムのカテゴリ（
カテゴリについては後述する）に基づいて整理されてもよい。
【００３３】
　要するに、ロック画面アプリケーションはユーザが所望のアプリケーションプログラム
の表示用情報を第１サーバから取得する構成であってもよい。具体的な実施例では、ロッ
ク画面アプリケーションのクライアントは、該端末装置の画面が起動されロック画面イン
ターフェースが表示されたことを検知すると、表示用情報を取得するリクエストを第１サ



(10) JP 2017-504852 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

ーバに送信し、該リクエストには装置ＩＤなどの識別情報を含める構成であってもよい。
これにより、第１サーバは、装置ＩＤと、保存済みの対応関係に基づいて、装置ＩＤに関
連する表示用情報を確定し、該情報をクライアントに返送する構成であってもよい。よっ
て、クライアント装置は、表示用情報を取得することができる。または、他の実施例では
、第１サーバは、ロック画面アプリケーションのクライアント装置に表示用情報を積極的
にプッシュする構成であってもよい。第１サーバによりプッシュされた表示用情報を受領
後、クライアント装置は自動的に携帯端末装置を起動させ、第１サーバによりプッシュさ
れた表示用情報をロック画面インターフェース上に表示する構成であってもよい。
【００３４】
　所望アプリケーションプログラムにより提供された最新のメッセージなどの情報は、通
常、該所望アプリケーションプログラムに対応する第２サーバより送られる。よって、本
実施例では、端末装置のオペレーティングシステムと所望アプリケーションプログラムの
制限は解決される。また、ユーザがあるアプリケーションプログラムをインストールして
いなくても、該アプリケーションプログラムのサーバから情報を得て、ユーザのロック画
面インターフェースに表示することが可能である。また、インストールされていないアプ
リケーションプログラムについては、ユーザはロック画面アプリケーションにより提供さ
れたインターフェースで表示用情報を閲覧することのみが可能である。
【００３５】
　なお、表示用情報を所要アプリケーションプログラムの第２サーバから取得するプロセ
スにおいて、表示用情報の幾つかは、あるニュースウェブサイトの最新報道などの一般的
な情報であってもよい。しかし、いくつかの表示用情報はユーザのプライベートな情報、
つまり、第２サーバに登録されたアカウント情報（ユーザ名やパスワード等）を使用して
ユーザがログインした後にのみ対応する第２サーバから取得することができる表示用情報
である。例としては、ライワン（Ｌａｉｗａｎｇ）、ウェイボ（Ｗｅｉｂｏ）、ウィチャ
ット（ＷｅＣｈaｔ）等ソーシャルタイプのアプリケーションにおけるユーザの情報やＥ
メールボックス等の情報が挙げられる。プライベート情報を取得する為には、ユーザが所
要アプリケーションプログラムを選択した時に、ロック画面アプリケーションのクライア
ント装置は、まず所要アプリケーションに対応する第２サーバに登録されたユーザのアカ
ウント情報を取得し、該アカウント情報を保存用第１サーバにアップロードする。言い換
えると、所要アプリケーションプログラムの識別情報を保存することに加え、第１サーバ
は、該アプリケーションプログラムに対応する第２サーバに登録されたユーザのアカウン
ト情報もさらに保存する構成であってもよい。これにより、第１サーバは、所要アプリケ
ーションプログラムの識別情報とユーザのアカウント情報に基づいて、所要アプリケーシ
ョンプログラムに対応する第２サーバから表示用情報を取得することができる。
【００３６】
　具体的には、所要アプリケーションプログラムに対応する第２サーバに登録されたユー
ザのアカウント情報を取得するのには、多くのアプローチが使用可能である。例えば、簡
便なアプローチの１つとしては、アカウント情報を取得する必要がありえる任意の所要ア
プリケーションプログラムをユーザが選択したことを検知すると、アカウント情報を入力
する動作入力部（例えば、入力ボックス）がロック画面アプリケーションのユーザインタ
ーフェース上に提供され、ユーザに自身のアカウント情報を入力することを促す。ユーザ
がアカウント情報を入力すると、該アカウント情報は、保存用第１サーバにアップロード
されてもよい。また、携帯端末装置で実行される所要アプリケーションプログラムについ
ては、ユーザのアカウント情報は、通常、携帯端末装置に直接記録されており、ユーザは
、アプリケーションプログラムにアクセスする毎に直接第２サーバにログインする。よっ
て、ユーザの作業をより簡略化するために、ロック画面アプリケーションは、所要アプリ
ケーションプログラムのアカウント情報を関連付する構成であってもよい。つまり、所要
アプリケーションプログラムのアカウント情報を携帯端末装置から直接読み取る構成であ
ってもよい。また、関連付けの前に質問メッセージを送信する構成であってもよい。例え
ば、ダイアログボックスがポップアップし、「ロック画面アプリケーションが貴方のアカ
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ウント情報を自動で関連付けします」と表示し、「イエス」「ノー」などの選択肢が提供
される。ユーザから承認する旨の命令を受けると、携帯端末装置に記録された情報に基づ
いてアカウント情報が取得され、該取得された情報が第１サーバにアップロードされる。
言い換えると、本第２実施例では、ユーザによってユーザ名やパスワードを繰り返し入力
する等の作業が回避される。
【００３７】
　つまり、特定の実施例では、ロック画面アプリケーションのクライアント装置は、携帯
端末装置のオペレーティングシステムの通知センタから任意の表示用情報を読み取っても
よく、またはロック画面アプリケーションに対応する第１サーバからの任意の表示用情報
をリクエストしてもよい。また、表示用情報は、上記２つのアプローチを同時に使用して
取得されてもよい。
【００３８】
　ブロックＳ１０４では、携帯端末装置のロック画面インターフェースに表示用情報を表
示する。
【００３９】
　従来技術では、ロック画面インターフェースは、一般に、簡単な情報のみを表示する。
例えば、時間や天気などの情報が、上記のアンロック動作を行うスライダに加えて表示さ
れる。本開示の実施形態では、ユーザが現在所望のアプリケーションプログラムから取得
した任意の表示用情報をロック画面インターフェース上に表示する構成であってもよい。
言い換えると、本開示の実施形態では、ユーザは、アンロックし、アプリケーションプロ
グラムのアイコンを探し、アイコンをクリックしてアプリケーションプログラム等を起動
する等の一連の作業を行わずにロック画面インターフェースに様々な所要アプリケーショ
ンプログラムの情報を直接閲覧することができ、ユーザが情報を取得する作業経路を短く
することができる。また、ロック画面アプリケーションによってユーザに対して表示する
情報は、複数の所要アプリケーションプログラムがフォローする情報を集積した結果でも
よい。よって、ユーザは、１つのインターフェースで複数のアプリケーションプログラム
の情報を閲覧することができ、これにより情報がまとまっていない状態であることに起因
する複雑な作業の問題を解決することができる。
【００４０】
　また、第三者のコンテンツデータもサーバ側を介して第三者サーバから取得することが
可能であり、該コンテンツデータは、メッセージプッシュ等の機構を利用して、クライア
ント側に適時プッシュされる。よって、より多くのコンテンツカテゴリを、非常に簡単に
拡張可能なこの方法でロック画面アプリケーションのクライアント装置に集約することが
できる。従来技術と比較して、より高いフレキシビリティが得られ、独立性が高いコンテ
ンツの整理を、より正確で適時的な情報により行うことができる。
【００４１】
　また、情報ソースサーバから直接表示される表示用情報を取得することにより、ユーザ
は自分が所望するアプリケーションプログラムを起動することなく特定の情報を取得する
ことができる。また、ユーザは、当該携帯端末にインストールされていないアプリケーシ
ョンプログラムに注目することができ、ロック画面アプリケーションは、該アプリケーシ
ョンプログラムの情報を表示することができる。つまり、ユーザは、アプリケーションプ
ログラムを起動したり、インストールすることなく、そのアプリケーションプログラムに
より提供される情報を取得することができ、これにより、携帯端末装置のリソースを節約
し、多数の所要アプリケーションプログラムを実行することによる携帯端末装置の消費電
力を減らし、携帯端末装置の性能の向上を促進することができる。
【００４２】
　なお、具体的な実施例では、ロック画面アプリケーションにより取得された表示用情報
を携帯端末装置のロック画面インターフェースに表示するために、ロック画面アプリケー
ションは、予め携帯端末装置のオペレーティングシステムに「画面オン」イベントを登録
する構成であってもよい。その場合、画面が起動されると、ロック画面アプリケーション
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は、ロック画面インターフェースに表示される、取得された表示用情報を直接表示するこ
とができる。
【００４３】
　また、所要アプリケーションプログラムが多数の場合、アプリケーションプログラムに
おいて表示される表示用情報がユーザに対して表示された時に情報が比較的散乱している
状態になる場合がある。この問題を解決する為、本開示の実施形態は、表示用情報が表示
された時に、複数のロック画面インターフェースが含まれる構成であってもよく、様々な
表示用情報が異なるロック画面インターフェースにカテゴリに分かれて表示される構成で
あってもよい。同じロック画面インターフェースは、同じ所要アプリケーションプログラ
ムに対応する表示用情報を表示する。言い換えると、所要アプリケーションプログラムは
、表示前にカテゴリ別に分類され、例えば、ソーシャルカテゴリ、ニュースカテゴリ、ウ
ェブサイトサービスカテゴリ、画像カテゴリ等に分類される（どのカテゴリにアプリケー
ションプログラムが所属するかは、予め一般のアプリケーションプログラムに割り当てら
れているラベルに基づいて判断されてもよく、本明細書では説明しない従来技術における
実施例を参照してもよい）。そして、所要アプリケーションプログラムから取得された表
示用情報を整理し、同じカテゴリのアプリケーションプログラムの表示用情報は、同じロ
ック画面インターフェースに配されるように整理される。表示用情報が第１サーバから取
得された場合、表示用を整理する作業は、第１サーバが実施してもよい。言い換えると、
表示情報を取得後、第１サーバは、アプリケーションプログラムの各カテゴリに基づいて
表示用情報を直接整理してもよい。これにより、表示用情報を取得するリクエストをクラ
イアント装置から受け取ったら、カテゴリ情報を含む表示用情報を直接返送することがで
きる。クライアント装置は、異なるロック画面インターフェースに様々なカテゴリの所要
アプリケーションプログラムの表示用情報を素早く表示することができる。
【００４４】
　例えば、図２（１）、図２（２）、図２（３）、および図２（４）に４つのロック画面
インターフェースを示す。図２（１）には、「ソーシャルセンタ」のカテゴリの様々な所
要アプリケーションプログラム（ライワン（Ｌａｉｗａｎｇ）、ウェイボ（Ｗｅｉｂｏ）
、ウィチャット（Ｗｅｃｈａｔ）、ＳＭＳ等）の表示情報を示す。図２（２）には、「面
白画像とジョーク」のカテゴリの様々な所要アプリケーションプログラムの表示情報を示
す。図２（３）には、「最新ニュース」のカテゴリの様々な所要アプリケーションプログ
ラムの表示情報を示す。図２（４）には、「ウェブサービス」のカテゴリの様々な所要ア
プリケーションプログラムの表示情報を示す。具体的な一実施例では、水平方向や垂直方
向へのスライディングなどで異なるロック画面インターフェース間での切り替えを行う構
成であってもよい。
【００４５】
　実際の使用では、画面が軌道され、ロック画面インターフェースが入力されると、ロッ
ク画面インターフェースにより取得された様々な表示用情報が直接表示される。また、ユ
ーザが様々な所要アプリケーションプログラムで表示用情報を閲覧する必要がない場合、
直接表示される情報がユーザの他の作業に影響しないようにするため、具体的な一実施例
では、画面が起動されロック画面インターフェースが入力された後、まず動作入力部が表
示される。例えば、図３における３０１に示すように、クリッキングなどのユーザの動作
を該動作入力部において受け付けると、これは、ユーザが表示用情報を取得する必要につ
いて承認したとことを示す。そして、取得された様々な表示用情報が、ロック画面インタ
ーフェースに表示される。
【００４６】
　様々な表示用情報が、ロック画面インターフェースに表示されると、ユーザは情報を直
接閲覧することができる。また、様々なアプリケーションプログラムの情報を集約して表
示するので、ロック画面インターフェースに表示される情報は、情報の要約などの情報量
の少ない情報でもよい。もしユーザがある情報の詳細を取得したければ、ユーザは情報上
でクリックするなどの動作をすればよい。例えば、動作を受け付けると、ロック画面アプ
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リケーションは、該表示用情報に対応する所望アプリケーションプログラムを確定し、オ
ペレーティングシステムによりインターフェースを介して提供された該所望アプリケーシ
ョンプログラムを直接起動する構成であってもよい。これにより、所望アプリケーション
プログラムを入力することができ、ユーザは、インターフェースを操作して情報の詳細を
閲覧することができる。
【００４７】
　また、表示用情報の詳細は、所望アプリケーションプログラムのメインインターフェー
スに直接表示されなくてもよく、所望アプリケーションの任意のサブインターフェースに
表示される。例えば、ウェイボから受け取ったプライベートメッセージをロック画面アプ
リケーションが取得し、ウェイボを起動させ、ウェイボのメインインターフェースに入力
すると、ユーザは、該メインインターフェース上で「プライベートメッセージ」などのボ
タンをクリックして、プライベートメッセージが配置されるサブインターフェースを入力
した後でのみこのプライベートメッセージの詳細情報を閲覧できる。ユーザが行う情報取
得する動作経路をさらに短くするため、本開示の本実施形態では、サブインターフェース
等を入力するのに必要な情報組織、表示ルール、パラメータ等の、所望アプリケーション
の情報を予め取得する構成であってもよい。これにより、ユーザが任意の表示用情報の詳
細を取得する必要がある場合、ロック画面アプリケーションは、所望アプリケーションの
起動時に、情報表示ルールや所望アプリケーションの対応するパラメータ情報に基づいて
、起動リクエストを所望アプリケーションに送信する構成であってもよい。それより、所
望アプリケーションは、指定された表示用情報が位置するサブインターフェースに、起動
後、直接入力することができ、これは、例えば、ユーザがメインインターフェースにアク
セスした後トリガ制御を介してサブインターフェースにアクセスする動作を省略すること
を補助する事と同等であり、これにより、ユーザの動作経路を短くすることができる。 
【００４８】
　ユーザが表示用情報をクリックして所望アプリケーションにアクセスするプロセスにお
いて、ロック画面アプリケーション（発呼側に相当）は、所望アプリケーション（被呼側
）を呼び出す。このプロセスでは、発呼側は、被呼側の情報に基づいて呼出ＵＲＬを生成
し、該ＵＲＬをオペレーティングシステムに送信してもよい（例えば、アンドロイドシス
テムにおいて、該システムに送信するインテントを作成する）。より直接的に所望アプリ
ケーションのサブインターフェースにアクセスし、より精確に位置を特定するために、所
望アプリケーションのパラメータルールを予め取得しておいてもよい。それにより、発呼
側が、被呼側のパラメータルールに基づいて発呼ＵＲＬを組み立て、アンドロイドシステ
ムでインテントを生成して該システムに送ることができる。
【００４９】
　例えば、アリペイ（Ａｌｉｐａｙ）を使用する。
　ａｌｉｐａｙｓ：//ｐｌａｔｆｏｒｍａｐｉ/ｓｔａｒｔａｐｐ？ａｐｐＩｄ＝２００
０００３２
【００５０】
　被呼側のＵＲＬスキームの処理プログラムは、それ自身をシステム、つまりＵＲＬの”
ａｌｉｐａｙｓ：//”部分に登録する。
【００５１】
　パラメータ部は、ＵＲＬパスと具体的なパラメータを含み、被呼側アプリはルールを有
する。発呼側はこれらのルールに基づいて特定のアドレスを作成し、被呼側アプリの特定
のページに直接アクセスする目的を達成する。
【００５２】
　以下の２つの態様について本明細書では説明する。
【００５３】
　まず、ユーザがロック画面インターフェースの表示用情報をクリックして、あるアプリ
ケーションへのアクセス動作を始めたので、この動作を、アンロック用スライダをドラッ
グするユーザ動作を置換するものとして直接使用する構成でもよい。つまり、ユーザは、
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画面のアンロックを行いつつ、所望アプリケーションのインターフェースに直接アクセス
する。また、もしユーザがパスワードを設定した場合、ロック画面アプリケーションによ
り提供された表示用情報をユーザがクリックした後に最初にパスワードを入力するインタ
ーフェースを表示するように構成してもよい。照合が成功したら、オペレーティングシス
テムは、所望アプリケーションのインターフェースを表示する。
【００５４】
　次に、ロック画面アプリケーションが提供した表示用情報をクリックした後、ユーザは
表示用情報に対応する所望アプリケーションのインターフェースにアクセスする。この表
示用情報を読み終えた後、もしユーザが、ロック画面アプリケーションが提供する他の表
示情報を閲覧することを望む場合は、ユーザは端末装置のデスクトップ上ロック画面アプ
リケーションのアイコンを直接選択して、ロック画面アプリケーションのインターフェー
スにアクセスことができる。この時、ロック画面アプリケーションのインターフェースは
、取得済みの様々なアプリケーションプログラムの表示用情報を表示してもよく、ユーザ
は他の表示用情報の詳細を閲覧するため、該表示情報を選択することを継続してもよい。
または、他の実施例では、ユーザは、端末装置の画面を閉じ、後で該画面を再度起動して
、ロック画面インターフェースにおいて、ロック画面アプリケーションが提供する様々な
表示用情報を閲覧してもよい。
【００５５】
　上記２つの実施例では、情報の詳細を閲覧するために他のアプリケーションに切り替え
るには、ユーザは複数の動作を行う必要がある。この状態を回避するため、ユーザが任意
の所望アプリケーションのインターフェースにアクセス（メインインターフェースまたは
サブインターフェース）後、動作入力部をインターフェースの上層に表示する構成として
もよい。ユーザが、動作入力を介してアクセス後、所望アプリケーションは、コールバッ
ク命令をロック画面アプリケーションに送り、直接ロック画面アプリケーションのインタ
ーフェースを表示して、ロック画面アプリケーションのインターフェースが様々な表示用
情報をユーザに表示できるようにする。または、所望アプリケーションのインターフェー
スが表示されたら、ロック画面アプリケーションが取得した様々な表示用情報も直接表示
する構成であってもよい。よって、ユーザは、現在のアプリケーションのインターフェー
スを終了して、画面の起動などの動作を行わずに、他の表示用情報を閲覧するリクエスト
を直接送信することができる。よって、新たな表示用情報の詳細を閲覧するリクエストを
受け取ると、ロック画面アプリケーションは、該新たな表示用情報に対応するアプリケー
ションプログラムを起動し、該アプリケーションプログラムのインターフェースに該表示
用情報の詳細を表示する。
【００５６】
　所望アプリケーションのインターフェースを実装しつつ、ロック画面アプリケーション
により取得された様々な表示用情報を表示する実施方法は多数ある。例えば、一実施例で
は、所望アプリケーションのインターフェースにアクセスする際、ロック画面アプリケー
ションにより提供された表示用情報リストを該所望アプリケーションのインターフェース
に組み込むか、もしくは、該所望アプリケーションのインターフェースに小ウィンドウを
設け、該ウィンドウに表示用情報リストを表示する。これにより、所望アプリケーション
プログラムのインターフェースに表示用情報リストの詳細を閲覧後、ユーザは表示用情報
リストから閲覧する他の表示用情報の詳細を直接選択することができる。また、上記の実
施例では、所望アプリケーションプログラムからのサポートをまず取得することが必要で
ある。
【００５７】
　つまり、本開示の一実施形態によれば、ロック画面アプリケーションは、異なるソース
の情報の集約を行い、ユーザがロック画面インターフェースに表示されるページから所望
の全ての関連情報を取得することを可能にし、よって従来技術と比較してメッセージを取
得する経路を短くする。
【００５８】
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　最後に、本開示の一実施形態によれば、携帯端末装置のオペレーティングシステムは、
アンドロイドシステム、ｉＯＳシステム、ウィンドウズ（登録商標）システム等であって
もよい。
【００５９】
　本開示の実施形態にて提供される方法の詳細を、実施形態１のクライアント装置の観点
から説明する。具体的な実施例（第２サーバから表示用情報を取得する実施例）について
、サーバ（上記第１サーバ）の観点から後に紹介する。
【００６０】
　［実施形態２］
　図４を参照し、第１サーバの観点から、本開示の実施形態は、アプリケーションプログ
ラム情報を提供する方法をさらに提供する。本方法は、以下のブロックを含む構成であっ
てもよい。
【００６１】
　ブロックＳ４０１では、所要アプリケーションプログラムの識別情報と、クライアント
装置がアップロードした対応する携帯端末装置の識別情報とを受け取り、保存する。
【００６２】
　ブロックＳ４０２では、上記所要アプリケーションプログラムに対応する少なくとも１
つの第２サーバから表示用情報を、上記保存された所要アプリケーションプログラムの識
別情報に基づいて取得し、上記表示用情報と、携帯端末装置の識別間の対応関係を保存す
る。
【００６３】
　ブロックＳ４０３では、上記保存された対応関係に基づいて、上記表示用情報を携帯端
末装置のクライアント装置に表示用情報を提供する。
【００６４】
　具体的な一実施例では、クライアント装置からリクエストを受領後に上記第１サーバは
、上記取得された表示用情報を上記クライアント装置に返送する。言い換えると、クライ
アント装置から表示用情報を受け取るリクエストを受け取ると、上記第１サーバは、該リ
クエストに含まれている携帯端末の識別情報と上記保存されている対応関係に基づいて対
応する表示用情報を読み取り、応答メッセージを返送して、クライアント装置が携帯端末
装置のインターフェースに上記表示用情報を表示させる。または、第１サーバは、クライ
アント装置に対して上記取得した表示用情報を直接プッシュする。言い換えると、第１サ
ーバが、上記保存された対応関係に基づいて、携帯端末装置のクライアント装置に上記取
得された表示用情報をプッシュし、該クライアント装置が、該携帯端末装置のロック画面
インターフェースに表示用情報を表示する構成であってもよい。
【００６５】
　第２サーバのユーザいのプライベート情報を取得することが必要な場合は、所要アプリ
ケーションプログラムに対応する第２サーバにユーザにより登録され、クライアント装置
によりアップロードされたアカウント情報を受け取り、保存する構成であってもよい。こ
れにより、所要アプリケーションプログラムに対応する第２サーバから表示用情報が取得
される場合、所要アプリケーションプログラムの識別情報とユーザのアカウント情報に基
づいて、所要アプリケーションプログラムに対応する第２サーバから表示用情報を取得す
ることができる。
【００６６】
　表示用情報の取得後、第１サーバは、該所要アプリケーションプログラムが属する各カ
テゴリに基づいて上記表示用情報をさらに分類し整理する構成であってもよい。これによ
り、表示用情報を取得するリクエストを受け取った場合、このタイプのカテゴリ情報もク
ライアント装置に返送し、クライアント装置が異なるページに様々なカテゴリの表示用情
報を表示できるようにする構成であってもよい。
【００６７】
　なお、実施形態２は、サーバの観点から実施形態１の具体的な一実施例を説明するもの
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である。実施形態１の説明と比較し、具体的な実施の詳細は同様であり、説明の観点が異
なるのみである。よって、実施形態１の説明を参照して、詳細についての説明を再度ここ
で説明しない。
【００６８】
　本開示の実施形態１において提供される携帯端末装置のアプリケーションプログラム情
報を提供する方法に対応し、本開示の実施形態は、携帯端末装置のアプリケーションプロ
グラム情報を提供する装置５００をさらに提供する。装置５００は、クライアント装置に
位置する。図５において、装置５００は、ユーザが所要の所要アプリケーションプログラ
ムをユーザインターフェースにおいて選択するための第１動作入力部を提供するのに使用
される第１動作入力部提供ユニット５０１と、１つ以上のアプリケーションプログラムを
含む上記所要アプリケーションプログラムを、第１動作入力部を介して受け付けた選択動
作に基づいて確定するのに使用される所要アプリケーションプログラム確定ユニット５０
２と、上記所要アプリケーションプログラムにおいて表示される表示用情報を取得するの
に使用される表示用情報取得ユニット５０３と、携帯端末装置のロック画面インターフェ
ースに表示用情報を表示するのに使用されるロック画面インターフェース表示ユニット５
０４と、を備える構成であってもよい。
【００６９】
　具体的な実施例では、上記所要アプリケーションプログラムは、上記携帯端末装置にイ
ンストールされていないアプリケーションプログラムを含んでいてもよい。
【００７０】
　インストールされていないアプリケーションプログラムから情報を取得するため、また
はインストルール済みのアプリケーションプログラムに対してのオペレーティングシステ
ムまたはプログラム自身の制約を解決するため、上記表示用情報を第１サーバにより取得
してもよい。つまり、上記クライアント装置の上記装置は、上記所要アプリケーションプ
ログラムが、上記第１動作入力部を介して受け取られた上記選択動作に基づいて確定され
た後に、保存用の上記第１サーバに、上記所要アプリケーションプログラムの識別情報と
当該携帯端末装置の識別情報とを送信し、上記第１サーバに、上記所要アプリケーション
プログラムの識別情報に基づいて上記所要アプリケーションプログラムに対応する第２サ
ーバから上記表示用情報を取得し、上記第１サーバに上記表示用情報と、上記携帯端末装
置の識別間の対応関係を保存させるのに使用される第１アップロードユニット５０５をさ
らに備える。
【００７１】
　上記表示用情報取得ユニットは、上記所要アプリケーションプログラムの表示用情報を
上記第１サーバから取得するのに使用される。
【００７２】
　上記第１サーバから上記表示用情報を取得する場合、上記表示用情報取得ユニットは、
上記携帯端末装置の画面が起動され上記ロック画面インターフェースを表示した時に、上
記所要アプリケーションプログラムの表示用情報を取得するためのリクエストメッセージ
を上記第１サーバに送信するのに使用されるリクエストサブユニット５０６であって、上
記リクエストメッセージは、上記携帯端末装置の上記識別情報を含んでおり、上記第１サ
ーバが上記携帯端末装置の識別と上記対応関係に基づいて対応する表示用情報を確定し、
返答メッセージを返信し、よって上記クライアント装置は上記第１サーバが返信した上記
返信メッセージに基づいて上記所要アプリケーションプログラムの表示用情報を取得でき
るリクエストサブユニット５０６を備えていてもよい。
【００７３】
　具体的な実施例では、上記ロック画面インターフェース表示ユニットは、上記ロック画
面インターフェースに第２動作入力部を提供するのに使用される第２動作入力部提供サブ
ユニット５０７と、上記第２動作入力部を介してユーザのリクエストを受け取ると上記ロ
ック画面インターフェースに表示用情報を表示するのに使用される表示サブユニット５０
８を備える。
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【００７４】
　その他の実施例では、第１サーバは、上記表示用情報を上記クライアント装置に積極的
プッシュにより提供する。この場合、上記表示用情報取得ユニットは、上記第１サーバに
よりプッシュされた上記アプリケーションプログラムの表示用情報を受け取るように構成
されていてもよい。この場合、上記クライアントの上記装置は、上記携帯端末装置の上記
ロック画面インターフェースでの上記表示用情報の表示のために上記第１サーバによりプ
ッシュされた上記表示用情報が受領された後に上記携帯端末装置の画面を起動させるのに
使用される起動ユニット５０９をさらに備えていてもよい。
【００７５】
　もし上記表示用情報がユーザのプライベート情報を含んでいる場合、上記装置は、上記
所要アプリケーションプログラムに対応する第２サーバに登録されたユーザのアカウント
情報を取得するために使用されるアカウント情報取得ユニット５１０と、上記保存用の第
１サーバに上記アカウント情報をアップロードし、上記第１サーバが上記表示用情報を、
上記所要アプリケーションプログラムの識別情報と上記ユーザのアカウント情報に基づい
て、上記所要アプリケーションプログラムに対応する上記第２サーバから上記表示用情報
を取得するようにするのに使用される第２アップロードユニット５１１と、をさらに備え
る構成であってもよい。
【００７６】
　上記アカウント情報取得ユニットは、上記アプリケーションプログラムが選択されると
、上記アカウント情報を入力するための第３動作入力部を提供するのに使用される第３動
作入力部提供ユニット５１２と、上記動作入力部を介して、上記ユーザにより入力された
上記アカウント情報を受け取るために使用される受信ユニット５１３とを含んでいてもよ
い。
【００７７】
　または、他の実施例では、上記アカウント情報取得ユニットは、もし上記所要アプリケ
ーションプログラムに対応する上記第２サーバに登録されたユーザのアカウント情報が上
記携帯端末装置に保存されている場合、上記アプリケーションプログラムが選択された時
に、アカウントの対応付けを実施するかどうかについてユーザに問い合わせるメッセージ
を送信するのに使用される問合せユニット５１４と、アカウント対応付けを実施すること
に同意する命令を受け取った時に、上記携帯端末装置に保存された上記情報に基づいて上
記アカウント情報を取得するのに使用される読取ユニット５１５と、を備えていてもよい
。
【００７８】
　その他の実施例では、上記所要アプリケーションプログラムが上記携帯端末装置にイン
ストルールされているアプリケーションプログラムの場合、上記表示用情報取得ユニット
は、上記所要アプリケーションプログラムが上記携帯端末装置に対してプッシュする通知
メッセージを取得するのに使用される通知メッセージ取得サブユニット５１６と、上記通
知メッセージに基づいて上記所要アプリケーションプログラムの上記表示用情報を取得す
るのに使用される取得サブユニット５１７と、を備えていてもよい。
【００７９】
　さらに、表示用情報の数が多いため上記ロック画面インターフェースが表示するコンテ
ンツが比較的散乱している状態を避けるため、複数のロック画面インターフェースを備え
る構成でもよく、上記ロック画面インターフェース表示ユニットは、上記ロック画面イン
ターフェースに上記表示用情報をカテゴリ別に表示するのに使用されるカテゴリ表示サブ
ユニット５１８を備え、同じロック画面インターフェースは、同じタイプの所要アプリケ
ーションプログラムに対応する表示情報を表示する構成であってもよい。
【００８０】
　上記所要アプリケーションプログラムが、インストルールされているアプリケーション
プログラムであった場合、上記装置は、上記ロック画面インターフェースの第１表示用情
報の詳細の閲覧のリクエストを受け取るのに使用される詳細閲覧リクエスト受領ユニット
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５１９と、上記第１表示用情報に対応する第１アプリケーションプログラムを起動し、上
記第１アプリケーションプログラムの上記表示用情報の詳細の表示を容易にするのに使用
されるアプリケーションプログラム起動ユニット５２０と、をさらに含んでいてもよい。
【００８１】
　より精確に位置を特定するため、上記アプリケーションプログラム起動ユニット５２０
は、上記第１アプリケーションプログラムの情報表示と対応パラメータ情報のルールに基
づいて上記第１アプリに起動リクエストを送信し、上記第１アプリケーションプログラム
が起動した後に上記指定された表示用情報が位置するサブインターフェースに直接アクセ
スするように構成されていてもよい。
【００８２】
　また、上記ユーザにより、他の上記表示用情報に対応するアプリケーションプログラム
インターフェースに切り替えて、詳細を閲覧することを容易にするために、上記装置は、
上記第１アプリケーションプログラムのインターフェースが展開された時、表示用情報を
同時に表示ために使用される同時表示ユニット５２１と、上記第２表示用情報の詳細の閲
覧のリクエストを受領すると、上記第２アプリケーションプログラムのインターフェース
に上記表示用情報の詳細を表示するために第２表示用情報に対応する第２アプリケーショ
ンプログラムを起動するのに使用される起動ユニット５２２と、をさらに備える。
【００８３】
　一実施形態では、上記装置５００は、１つ以上のプロセッサ５２３、ネットワークイン
ターフェース５２４、メモリ５２５、および出入力インターフェース５２６をさらに備え
るが、これらに限定されない。
【００８４】
　メモリ５２５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの揮発性媒体および／または
リードオンリメモリ（ＲＯＭ）やフラッシュＲＡＭなどの非揮発性媒体の形態であるコン
ピュータ読取可能媒体を含んでいてもよい。上記メモリ５２５は、コンピュータ読取可能
媒体の一例である。
【００８５】
　コンピュータ読取可能媒体としては、コンピュータ読取可能な命令、データ構造、プロ
グラムモジュールまたはその他のデータ等の情報を保存する任意の方法または技術により
実現された揮発性および非揮発性の媒体、着脱可能および着脱不可能な媒体が挙げられる
。コンピュータ記録媒体の例としては、相変化メモリ（ＰＲＡＭ）、スタティックランダ
ムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、そ
の他のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、電気的消去
可能ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリまたはその他のメモリ技術、コンパクト
ディスク読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、または
他の光学記録媒体、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記録媒体、またはその他の
磁気記録装置、または、コンピュータ装置がアクセスできるように情報を保存するのに使
用可能なその他の全ての非通信媒体が挙げられるが、これらに限定されない。本明細書で
定義するように、コンピュータ読取可能媒体は、変調されたデータ信号や搬送波などの一
次的な媒体を包含しない。
【００８６】
　上記メモリ５２５は、プログラムユニット５２７とプログラムデータ５２８を含んでい
てもよい。一実施形態では、上記プログラムユニット５２７は、上記のようなクライアン
ト装置５００の上記ユニットとサブユニットを備えていてもよい。
【００８７】
　本開示の実施形態２において提供されるアプリケーションプログラム情報を提供する方
法に対応し、本開示の実施形態は、アプリケーションプログラム情報を提供する装置６０
０をさらに提供する。装置６００は、第１サーバに位置する。図６に示すように、装置６
００は、所要アプリケーションプログラムの識別情報と、クライアント装置がアップロー
ドした対応する携帯端末装置の識別情報とを受け取り、保存するために使用される情報受
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領ユニット６０１と、上記所要アプリケーションプログラムに対応する少なくとも１つの
第２サーバから表示用情報を、上記保存された所要アプリケーションプログラムの識別情
報に基づいて取得し、上記表示用情報と、携帯端末装置の識別間の対応関係を保存するた
めに使用される表示用情報取得ユニット６０２と、上記保存された対応関係に基づいて、
上記携帯端末装置のクライアント装置に上記表示用情報を提供するのに使用された表示用
情報提供ユニット６０３と、を備える構成であってもよい。
【００８８】
　上記表示用情報提供ユニット６０３は、上記表示用情報の取得のリクエストを上記クラ
イアント装置から受け取った場合、上記リクエストに含まれている上記携帯端末装置の識
別情報と上記対応関係に基づいて対応する表示用情報を読み取るのに使用されるリクエス
ト応答サブユニット６０４であって、それにより上記クライアント装置が該表示用情報を
上記携帯端末装置の上記ロック画面インターフェースに表示するクエスト応答サブユニッ
ト６０４と、上記対応関係に基づいて、携帯端末装置のクライアント装置に上記表示用情
報をプッシュするのに使用され、該クライアント装置に該携帯端末装置のロック画面イン
ターフェースに表示用情報を表示させる積極的プッシュサブユニット６０５と、を備える
構成であってもよい。
【００８９】
　ユーザのプライベート情報を取得するために、上記装置は、上記所要アプリケーション
プログラムに対応する第２サーバに登録され、上記クライアント装置によりアップロード
されたユーザのアカウント情報を受け取り、保存するために使用されるアカウント情報取
得ユニット６０６をさらに備える構成であってもよく、上記表示用情報取得ユニット６０
２は、上記所要アプリケーションプログラムの識別情報と上記ユーザのアカウント情報に
基づいて、上記所要アプリケーションプログラムに対応する上記第２サーバから上記表示
用情報を取得するのに使用される構成であってもよい。
【００９０】
　また、装置６００は、上記所要アプリケーションプログラムのカテゴリに基づいて上記
取得された表示用情報を分類するのに使用される分類ユニット６０７をさらに備える構成
であってもよい。
【００９１】
　本開示の実施形態により提供される技術スキームを用いれば、アンロックし、アプリケ
ーションプログラムのアイコンを探し、アイコンをクリックしてアプリケーションプログ
ラム等を起動する等の一連の作業を行わずに、ユーザは、携帯端末装置のロック画面イン
ターフェースのアプリケーションプログラムの情報を閲覧することができる。よって、ユ
ーザによる情報を取得する動作経路が短くなる。また、ユーザに表示される情報は、複数
の所要アプリケーションプログラムの所要情報を集約した後に得られた結果であってもよ
い。よって、ユーザは、１つのインターフェースで複数のアプリケーションプログラムの
情報を閲覧することができ、情報がまとまっていない状態であることの問題を解決し、ユ
ーザの動作を簡略化し、ユーザの体験を向上することができる。
【００９２】
　上記の実施例の説明を介して、当業者は本開示が、必要な一般的なハードウェアプラッ
トフォームを使用して実現可能であることを理解するであろう。そのような理解に基づき
、本開示の技術的解決方法は、本質的にまたは部分的に従来技術に対して貢献するもので
あり、ソフトウェア製品の形態としても具現化可能である。上記ソフトウェア製品は、Ｒ
ＯＭ／ＲＡＭ、磁気ディスク、光学ディスク等の記録媒体に保存されていてもよく、コン
ピュータ装置（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置等）に命令し、本開
示の実施形態やその一部に記載されている方法を実行する命令を含んでいる。
【００９３】
　上記明細書の実施形態は、漸進的に説明されており、それぞれを参照して同じ実施形態
または実施形態の同様の部分をえることできる場合がある。各実施形態は、他の実施形態
からことなる態様を強調している。特に、システムの実施形態について、これらの実施形
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態は基本的に方法の実施形態と同様であり、関連する部分は、方法の実施形態のそれぞれ
の部分を参照して得る事ができるので、その説明は比較的簡略的なものである。上記にお
いて説明したシステムの実施形態は、単に説明のためのものであり、別々の部材として説
明されたユニットは、物理的に別々でも別々でなくてもよい。ユニットして示された部材
は、物理的なユニットであっても、そうでなくてもよい。つまり、同じ場所に位置するも
のであっても、複数のネットワークユニット間に分散されたものであってもよい。モジュ
ールの一部または全てを、実際の需要に合わせて、一実施形態の技術的構成の目的を実施
するために選択してもよい。当業者は、何ら創造的な努力をすることなく、本開示を理解
し実施することができるであろう。
【００９４】
　本開示により提供された携帯端末装置にアプリケーションプログラム情報を提供する方
法と装置を上記において説明した。本明細書は、具体的な実施例を用いて本開示の原理と
実施例を説明するものである。上記実施形態の説明は、単に本開示の方法と中心概念の理
解を助けるためのものである。さらに、当業者は、本開示の概念の具体的実施例と応用例
に対し変更を加えることができるであろう。上記に鑑み、本開示の内容は、本願に対する
限定と解釈されるべきものではない。

【図１】 【図２－１】
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【図２－２】 【図２－３】

【図２－４】 【図３】



(22) JP 2017-504852 A 2017.2.9

【図４】 【図５】

【図６】
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